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環境省は、毎年、地方自治体の協力を得て、家電リサイクル法の対象４品目

の不法投棄状況等の調査を行っています。今般、令和６年度における廃家電の

不法投棄等の状況を取りまとめましたので、公表します。 

 
【添付資料】 

  別添 令和６年度廃家電の不法投棄等の状況について  

 

 

 

 

＜詳細は次ページ以降＞ 

  

内容についての問合せ先 

環境省環境再生・資源循環局資源循環課 

資源循環制度推進室 

代  表：03-3581-3351 

直  通：03-6205-4946 

室  長：河田 陽平  

課長補佐：寺野 怜伺  

担  当：恵美 健央 

令和６年度廃家電の不法投棄等の状況について 



■ 背景 

廃家電４品目（エアコン、テレビ（ブラウン管式及び液晶・有機 EL式・プラズマ式）、電

気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機）については、特定家庭用機器再商品化法

（平成 10年法律第 97号）（家電リサイクル法）に基づき、製造業者等によるリサイクルが

平成 13年４月から実施されています。 

これを受け、環境省では毎年度、不法投棄された廃家電４品目の回収状況等について調

査を実施しています。 

今回の調査の対象市区町村は 1,741市区町村（総人口約 12,408万人）で、対象期間は令

和６年度です。 

 

■ 不法投棄等の状況 

 （１） 不法投棄台数 

不法投棄された廃家電４品目の回収台数（以下「不法投棄回収台数」という。）

のデータを取得している 1,697市区町村における不法投棄回収台数をもとに、人

口カバー率で割り戻して算出した全国の不法投棄回収台数（推計値）は、28,500

台で、前年度と比較して減少しました。 

 

（２） 品目ごとの割合 

品目ごとの割合は、エアコンが 1.8％、ブラウン管式テレビが 23.6％、液晶・プ

ラズマ式テレビが 38.7％、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が 22.2％、電気洗濯機・衣類

乾燥機が 13.6％でした。 

 

 

 

以 上 
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令和６年度廃家電の不法投棄等の状況について 

 

                         

令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日                       

環境省環境再生・資源循環局 

                       資源循環課資源循環制度推進室 

 

１．背景 

廃家電４品目（エアコン、テレビ（ブラウン管式及び液晶・プラズマ・有機 EL式）、

電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機）については、家電リサイクル法

に基づき、製造業者等によるリサイクルが平成 13年４月から実施されております。 

これを受け、環境省では毎年度、不法投棄された廃家電４品目の回収状況等につい

て調査を実施しています。 

今回の調査の対象市区町村は 1,741 市区町村（総人口約 12,408 万人）で、対象期

間は令和６年度です。 

 
２．廃家電４品目の不法投棄台数について 

令和６年度の不法投棄された廃家電４品目の回収台数（以下、「不法投棄回収台数」

という。）のデータを取得している 1,697市区町村注 1)における不法投棄回収台数をも

とに、人口カバー率注 2)で割り戻して算出した全国の不法投棄回収台数（推計値）は、

28,500 台で、前年度と比較して減少しました（図１）。品目ごとの割合は、エアコン

が 1.8％、ブラウン管式テレビが 23.6％、液晶・プラズマ・有機 EL式テレビが 38.7％、

電気冷蔵庫・電気冷凍庫が 22.2％、電気洗濯機・衣類乾燥機が 13.6％でした注 3)。 

また、不法投棄物を回収した 1,188市区町村において、市区・町・村の１万人当た

りの不法投棄回収台数は、それぞれ、市区が 2.1台、町が 4.1台、村が 8.0台であり、

町村部で単位人口当たりの不法投棄回収台数が多い傾向が見られました（表１）。 

 不法投棄物を回収した場所別の実績台数は、ステーション等のごみ集積場所が最も

多く、次いで、道路上(公道および私道)、山林・森林公園・林道上の順に多くなって

います（表２）。 

 

注１）1,697 市区町村の人口の合計は約 12,275 万人（総人口の約 98.9％）です。 

注２）不法投棄台数のデータを有していた市区町村の合計人口の総人口に占める割合です。 

注３）四捨五入の関係上、百分率の合計が 100％とならないことがあります。 

 
  

別添 
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（図１）不法投棄回収台数 

 

 

（表１）市区・町・村それぞれの１万人当たりの不法投棄回収台数（令和６年度） 

 １万人当たりの不法 
投棄回収台数（台） 

不法投棄物を回収した自治体数 
（自治体） 

平均人口 
（人） 

市区 2.1 693 141,236 
町 4.1 436 12,673 
村 8.0 59 3,934 

市区町村 2.3 1,188 72,316 

 

（表２）不法投棄物を回収した場所別の実績台数（令和６年度） 

 
回収台数 

（台） 

ごみ収集場所 
（ステーション等） 

9,607 

空き地（官有および民有） 877 

都市公園 321 

山林・森林公園・林道上 1,992 

耕作地・農道・ため池・農水路 323 

その他道路上（公道および私道） 3,585 

河川敷・海岸・湖沼 435 

その他/場所不明 11,071 

合計 28,211 
※その他として以下が挙げられた。 

私有地・民有地、市役所・集会所等の公共施設、用水路・駐車場、学校敷地、墓地等  
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３．廃家電４品目の不法投棄物の処理状況について 

未回収の不法投棄家電が市中に残存している市町村は 319件あり、その理由として

は、私有地で立ち入ることができない（191 件）、回収が物理的に難しい（165 件）と

いう回答が多く見られました（図２）。 

 

（図２）未回収の不法投棄物がある理由 

 
 
４．廃家電４品目の不法投棄未然防止対策について 

 令和６年度において、９割以上の市区町村が不法投棄未然防止対策を講じておりま

す（図３）。具体的な対策としては、普及啓発や巡回監視・パトロール、住民や警察等

と連携した監視・通報体制の構築、監視カメラ設置などが見られました。（図４）。 

 
（図３）廃家電４品目の不法投棄         （図４）廃家電４品目の不法投棄 

未然防止対策                  未然防止対策の具体事例 
（令和７年４月１日時点） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

対
策
の
具
体
的
内
訳 
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（参考資料）廃家電４品目の不法投棄回収台数（令和６年度 都道府県別 実績値） 

（当該データを取得している 1,697市区町村） 

 

 

都道府県名列1 エアコン
ブラウン管式
テレビ ①小
(15型以下)

ブラウン管式
テレビ ②大
(16型以上)

ブラウン管式
テレビ ③サイ

ズ不明

液晶・プラズ
マ・有機EL

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

4品目合計

北海道 北海道 10 112 110 226 420 362 247 1,487
青森県 2 34 28 39 117 94 48 362
岩手県 6 75 61 31 67 37 40 317
宮城県 7 46 46 66 187 103 72 527
秋田県 0 8 13 4 9 14 10 58
山形県 2 23 8 25 32 53 12 155
福島県 3 154 107 134 303 201 126 1,028
茨城県 21 9 42 130 288 192 106 788
栃木県 21 34 19 23 232 138 63 530
群馬県 12 47 44 399 294 207 142 1,145
埼玉県 35 117 100 275 1,014 486 260 2,287
千葉県 31 83 66 242 561 336 206 1,525
東京都 30 69 84 95 1,162 374 207 2,021
神奈川県 24 17 14 212 1,255 501 310 2,333
新潟県 1 19 15 80 41 47 18 221
山梨県 5 24 26 43 129 54 45 326
静岡県 16 51 39 21 399 140 93 759
富山県 3 3 3 11 21 15 10 66
石川県 2 3 8 2 25 9 4 53
福井県 1 8 21 10 20 24 9 93
長野県 6 28 29 30 206 79 31 409
岐阜県 9 20 28 55 147 89 44 392
愛知県 51 143 100 156 797 396 207 1,850
三重県 18 83 61 78 326 208 123 897
滋賀県 7 20 23 37 99 48 34 268
京都府 2 15 21 41 108 88 32 307
大阪府 12 28 90 78 285 650 458 1,601
兵庫県 21 47 39 119 397 219 133 975
奈良県 4 12 20 10 56 53 33 188
和歌山県 3 7 7 54 32 45 18 166
鳥取県 5 10 4 10 34 14 10 87
島根県 6 2 13 2 37 43 40 143
岡山県 17 40 31 54 80 77 80 379
広島県 7 37 22 69 167 106 82 490
山口県 4 15 27 49 85 54 27 261
徳島県 10 15 16 12 49 41 25 168
香川県 1 7 13 7 20 17 9 74
愛媛県 10 34 35 6 124 73 46 328
高知県 15 47 51 11 124 59 41 348
福岡県 13 43 108 44 322 173 109 812
佐賀県 2 10 10 12 52 26 14 126
長崎県 15 33 42 17 192 48 16 363
熊本県 12 8 7 27 137 65 30 286
大分県 0 11 36 0 29 30 22 128
宮崎県 2 20 15 0 121 26 21 205
鹿児島県 7 10 7 121 137 69 55 406
沖縄県 25 29 57 21 185 78 78 473

合計 516 1,710 1,766 3,188 10,924 6,261 3,846 28,211

九州

東北

関東

中部

近畿

中国

四国
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